
指定知的障害者更生施設等の

設備及び運営に関する基準について

平成14年12月26日　障発第1226004号

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第15条

の26の規定に基づく「指定知的障害者更生施設等の

設備及び運営に関する基準」については、平成14年

6月13日付け厚生労働省令第81号をもって公布さ

れ、平成15年4月1日より施行されるところである

が、基準の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、

御了知の上、管下市町村、関係機関、関係団体等に

周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないよ

うにされたい。

記

第1章　基準の性格

1　基準省令は、指定知的障害者更生施設、指定特

定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮

（以下「指定知的障害者更生施設等」という。）が

知的障害者福祉法上の施設支援を提供するために

必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定

知的障害者更生施設等は、常にその運営の向上に

努めなければならないこと。

2　指定知的障害者更生施設等が満たすべき基準を

満たさない場合には、指定知的障害者更生施設等

の指定は受けられず、また、運営開始後、基準省

令に違反することが明らかになった場合は、都道

府県知事の指導等の対象となり、この指導等に従

わない場合には、当該指定を取り消すことができ

るものであること。
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3　運営に関する基準に従って施設の運営をするこ

とができなくなったことを理由として指定が取り

消された直後に再度当該施設から指定知的障害者

更生施設等の指定の申請がなされた場合には、当

該施設が運営に関する基準を遵守することを確保

することに特段の注意が必要であり、その改善状

況等が確認されない限り指定を行わないものとす

ること。

第2章　用語の定義（基準第2条）

（1）「常勤換算方法」

当該指定知的障害者更生施設等の従業者の勤

務延時間数を当該施設において常勤の従業者が

勤務すべき時間数（1週間に勤務すべき時間数

が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）

で除することにより、当該施設の従業者の員数

を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうも

のである。

（2）「勤務延時間数」

勤務表上、当該指定施設支援の提供に従事す

る時間として明確に位置付けられている時間の

合計数とする。なお、従業者1人につき、勤務

延時間数に算入することができる時間数は、当

該施設において常勤の従業者が勤務すべき勤務

時間数を上限とすること。

（3）「常勤」

当該指定知的障害者更生施設等における勤務

時間が、当該施設において定められている常勤



の従業者が勤務すべき時間数（1週間に勤務す

べき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基

本とする。）に達していることをいうものであ

る。当該施設に併設される事業所の職務であっ

て、当該施設の職務と同時並行的に行われるこ

とが差し支えないと考えられるものについて

は、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従

業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤

の要件を満たすものであることとする。例えば、

指定知的障害者更生施設等に指定デイサービス

事業所が併設されている場合、指定知的障害者

更生施設等の管理者と指定デイサービス事業所

の管理者を兼務している者は、その勤務時間の

合計が所定の時間数に達していれば、常勤要件

を満たすこととなる。

（4）「専ら従業する」

原則として、サービス提供時間帯を通じて当

該指定施設支援以外の職務に従事しないことを

いうものである。この場合のサービス提供時間

帯とは、当該従業者の当該サービスに係る勤務

時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非

常勤の別を問わない。

（5）「前年度の平均値」

①　基準第4条第2項、第5条第2項、第43条

第2項、第49条第2項及び第50条第2項にお

ける「前年度の平均値」は、当該年度の前年

度（毎年4月1日に始まり翌年3月31日を

もって終わる年度とする。以下同じ。）の各月

初日の入所者延数を12で除して得た数とす

る。この算定に当たっては、小数点第2位以

下を切り上げるものとする。

②　新設（事業の再開の場合を含む。以下同じ。）

又は増床分の定員増に関して、前年度におい

て一年未満の実績しかない場合（前年度の実

績が全くない場合を含む。）の入所者数は、新

設又は定員増の時点から6月未満の間は、便

宜上、定員数の90％を入所者数とし、新設又

は定員増の時点から6月以上1年未満の間

は、直近の6月における各月初日の入所者延

数を6で除して得た数とし、新設又は定員増

の時点から1年以上経過している場合は、直

近1年間における各月初日の入所者延数を12

で除して得た数とする。

③　減床の場合には、定員減少後の実績が3月

以上あるときは、定員減少後の各月初日の入

所者延数を当該月数で除して得た数とする。

第3章　指定知的障害者更生施設

第1節　人員に関する基準

1　指定知的障害者更生施設の従業者の員数（基準

第4条）

（1）生活支援員

生活支援員については、知的障害者更生援護

施設の設備及び運営に関する基準（平成2年12

月19日厚生省合第54号）第7条の5に規定する

者とすること。

（2）指定特定知的障害者更生施設は、入所による

指定施設支援に併せて通所による指定施設支援

を提供する場合は、基準第4条第1項に掲げる

員数の従業者に加えて、当該通所による指定施

設支援を提供する同条第1項第2号に掲げる従

業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常

勤換算方法で、当該通所による入所者の数を7．5

で除して得た数以上とすることとしたものであ

る。

（3）基準第4条第7項において、指定知的障害者

更生施設は、指定施設支援を提供している入所

者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図

るため、同条第1項及び第6項に掲げる従業者

に加えて、必要な従業者を置かなければならな

いこととされたが、具体的な取扱いについては

別途お示しするところによる。

2　指定知的障害者通所更生施設の従業者の員数

（基準第5条）

（1）生活支援員

生活支援員については、指定知的障害者入所

更生施設と同様であるので1を参照されたい。

（2）基準第5条第5項において、指定知的障害者通

所更生施設は、指定施設支援を提供している

入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応

を図るために、同条第1項に掲げる従業者に加

えて、必要な従業者を置かなければならないこ

ととされたが、具体的な取扱いについては別途

お示しするところによる。
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3　分場の従業者の員数（基準第6条）

①　指定知的障害者更生施設は、当該施設と一体

的に管理運営を行う通所による指定施設支援を

提供する施設であって入所者が20人未満のもの

（以下この章において「分場」という。）を設置

する場合は、当該分場において指定施設支援を

提供する基準第6条第1項第2号に掲げる従業

者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤

換算方法で、当該分場入所者の数を7．5で除して

得た数以上とすることとしたものである。

②　指定知的障害者更生施設は、指定施設支援を

提供している入所者の知的障害程度区分に応じ

た適切な対応を図るために、同条第1項に掲げ

る従業者に加えて、必要な従業者を置かなけれ

ばならないこととされたが、具体的な取扱いに

ついては、別途お示しするところによる。

第2節　設備に関する基準

1　指定知的障害者入所更生施設の設備（基準第7

条）

食堂等の面積又は数の定めのない設備について

は、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得

る適当な広さ又は数を確保するよう配慮するもの

とする。

2　指定知的障害者入所更生施設の経過措置（基準

附則第2条）

指定知的障害者入所更生施設の設備に関する基

準については、以下の経過措置が設けられている

ので留意すること。

基準省令の施行の際現に存する知的障害者入所

更生施設の建物（基本的な設備が完成しているも

のを含み、この省令の施行の後に増築され、又は

全面的に改築された部分を除く。）について、第7

条第1項第1号の規定を適用する場合において

は、居室の定員について同号イ中1の「4人」と

あるのは「原則として4人」と、居室の1人当た

り床面積について同号口中「6．6平方メートル」と

あるのは「3．3平方メートル」とする。

第3節　運営に関する基準

1　内容及び手続の説明（基準第10条）

指定知的障害者更生施設は、入所者に対し適切

な指定施設支援を提供するため、その提供の開始

に際し、あらかじめ、入所申込者等に対し、当該

指定知的障害者更生施設の運営規程の概要、従業

者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情解決の体

制等の入所申込者がサービスを選択するために必

要な重要事項について、利用者の障害の特性に応

じた適切な配慮をしつつ、わかりやすい説明書や

パンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明

を行う必要がある。

利用者との間で当該指定施設支援の提供に係る

契約が成立したときは、利用者の心身の特性に応

じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法第77条第1

項の規定に基づき、

①　当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の

所在地

②　当該事業の経営者が提供する指定施設支援の

内容

③　当該指定施設支援の提供につき利用者が支払

うべき額に関する事項

④　指定施設支援の提供開始年月日

⑤　指定施設支援に係る苦情を受け付けるための

窓口

を記載した書面を交付すること。なお、利用者の

承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法により提供することがで

きる。

2　受給資格等の確認（基準第11条）

施設訓練等支援費を受けることができるのは、

施設支給決定を受けている者に限られるものであ

ることを踏まえ、指定知的障害者更生施設は、指

定施設支援の提供の開始に際し、入所者の提示す

る施設受給者証によって、施設支給決定の有無、

支給期間、知的障害程度区分等を確かめなければ

ならないこととしたものである。

3　入退所（基準第12条）

（1）基準第12条第1項は、原則として、利用申込

に対して応じなければならないことを規定した

ものであり、特に、知的障害程度区分や所得の

多寡を理由にサービスの提供を拒否することを

禁止するものである。提供を拒むことのできる
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正当な理由がある場合とは、①定員に空きがな

い場合、②入院治療の必要がある場合、等であ

る。

（2）同条第2項は、指定知的障害者更生施設は、

指定施設支援について市町村が行うあっせん、

調整及び要請（以下「あっせん等」という。）並

びに当該あっせん等について都道府県が行う市

町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協

力しなければならないこととしたものである。

（3）同条第6項は、指定知的障害者更生施設は、

入所者の社会生活への適応性を高め入所者の有

する能力を活用することにより社会経済活動に

参加することができるよう、入所者の心身の状

況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等

を行わなければならないとされているが、同時

に、法第15条の5第1項に規定する指定居宅支

援等を利用することにより入所者の有する能力

を高め、居宅において日常生活を営むことがで

きるかどうかを定期的に検討しなければならな

いことを規定したものであり、施設側の理由に

より安易に施設利用が継続されることの無いよ

う留意すべきものである。

（4）同条第7項は、前項の規定に当たっては、保

健師又は看護師、生活支援員等の従業者の間で、

定期的に協議しなければならないことを規定し

たものである。なお、保健師又は看護師、生活

支援員等については、保健師又は看護師が中心

に協議するという趣旨ではなく、従業者がチー

ムを組んで定期的に協議することが望ましいこ

とを意味している。

（5）同条第8項は、同条第6項の協議の結果、居

宅において日常生活を営むことができると判断

された者に対し、その者の希望や意向を勘案し

て、その者の退所後の居住の場や活動の場の確

保など円滑な退所のために必要な援助を規定し

たものである。

4　施設訓練等支援費支給の申請に係る援助（基準

第13条）

（1）入所申込者が施設支給決定を受けていない場

合は、当該入所申込者の意向を踏まえて速やか

に当該申請が行われるよう必要な援助を行わな

ければならないこととしたものである。

（2）同条第2項は、施設訓練等支援費の支給期間

の終了後、継続して指定施設支援を受けるため

には再度施設支給決定を受ける必要があること

から、指定知的障害者更生施設は、市町村が施

設支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮

し、支給期間の終了に伴う施設訓練等支援費の

支給申請について、必要な援助を行わなければ

ならないこととしたものである。

5　入退所の記録の記載等（基準第14条）

（1）指定知的障害者更生施設は、入所又は退所に

際しては施設の種類、名称等の必要な事項を入

所者の施設受給者証に記載し、その記載事項に

ついて遅滞なく入所者の援護の実施者である市

町村に対し報告しなければならないこととした

ものである。

なお、支給決定期間中に他の施設に入所する

こととなった場合にも同様の報告が必要となる

ものである。

（2）同条第3項は、指定知的障害者更生施設は、

入所者数の変動が見込まれる場合には、利用者

に対する情報提供等に資するため、速やかに都

道府県に報告しなければならないこととしたも

のである。

6　指定知的障害者更生施設が入所者等に求めるこ

とができる金銭の支払の範囲等（基準第15条）

指定知的障害者更生施設が入所者等に金銭の支

払いを求めることができるのは、当該金銭の使途

が直接入所者の便益を向上させるものであって、

当該入所者等に支払を求めることが適当であるも

のに限るものとし、金銭の支払いを求める際には、

当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支

払を求める理由について書面によって明らかにす

るとともに、入所者等の同意を得なければならな

いこととしたものである。これは、入所者やその

家族等に対して寄付金を強要することや、あいま

いな名目による不適切な金銭の支払い求めること

を禁じる趣旨であるが、入所者の便益を向上させ

るものについては、一定のルールのもとに入所者

等に金銭の支払を求めることは差し支えないもの

である。
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7　施設利用者負担額等の受領（基準第16条）

（1）指定知的障害者更生施設は、入所者に指定施

設支援を提供した場合には法第15条の11第2項

第2号に規定する市町村長が定める基準により

算定した額を入所者又はその扶養義務者から受

けるものとすることとしたものである。

（2）同条第2項は、法第15条の12第7項に規定す

る緊急の場合等に法定代理受領を行わない指定

施設支援を提供した際には、基準第16条第1項

の施設利用者負担額のほか、入所者から法第15

条の11第2項に規定する額（施設訓練等支援費

の額）の支払を受けるものとすることとしたも

のである。

（3）同条第3項は、同条第1項及び第2項の規定

による額の支払を受けた場合には当該費用を支

払った入所者又はその扶養義務者に対して領収

証を交付することとしたものである。

8　施設訓練等支援費の額に係る通知等（基準第17

条）

①　指定知的障害者更生施設は、市町村から法定

代理受領を行う指定施設支援に係る施設訓練等

支援費の支給を受けた場合には、入所者に対し、

当該入所者に係る施設訓練等支援費の額を通知

することとしたものである。

②　基準第16条第2項の規定による額の支払いを

受けた場合には、提供した指定施設支援の内容、

費用の額その他入所者が市町村に対し施設訓練

等支援費を請求する上で必要と認められる事項

を記載したサービス提供証明書を交付しなけれ

ばならないこととしたものである。

9　指定施設支援の取扱方針（基準第18条）

（1）基準第18条第2項で定める支援上必要な事項

とは、施設支援計画の目標及び内容のほか、行

事及び日課等も含むものである。

（2）同条第3項は、指定知的障害者更生施設は、

自らその提供する指定施設支援の質の評価を行

うことはもとより、第三者による評価の導入を

図るよう努め、常にその質の改善を図らなけれ

ばならないこととしたものである。

10　施設支援計画の作成について（基準第19条）
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（1）指定知的障害者更生施設は、指定施設支援の

提供に当たって、入所者に対して当該施設支援

の提供に係る計画（以下「施設支援計画」とい

う。）を作成するとともに、当該施設支援計画に

基づき、適切に指定施設支援を提供しなければ

ならないこととしたものである。当該計画には、

入所者の支援目標、指定施設支援の内容（行事

や日課等も含む）、指定施設支援を提供する上で

留意すべき事項その他の必要な事項を記載する

こと。

（2）当該計画の作成に当たっては、入所者に対し、

当該施設支援計画について説明するとともに、

その同意を得なければならない。

なお、施設支援計画の実施に当たっては、入

所者の意向を踏まえるとともに、一方的にこれ

を入所者に強制することにならないよう留意す

ること。

（3）当該計画の作成に当たって、従業者の間で施

設支援計画の作成に係る会議を開催しなければ

ならないこと。

（4）指定知的障害者更生施設は、施設支援計画の

作成後においては、その実施状況の把握を行う

とともに、入所者について解決すべき課題を把

握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行

わなければならない。なお、見直しにあたって

は従業者の間で会議を開催するとともに、見直

しの内容について入所者の同意を得ること。

11　相談及び援助（基準第20条）

相談及び援助については、常に入所者の心身の

状況、その置かれている環境等の的確な把握に努

め、常時必要な相談及び援助を行い得る体制をと

ることにより、積極的に入所者の生活の質の向上

を図ることを趣旨とするものである。

12　指導、訓練等（基準第21条）

（1）指定施設支援の提供に当たっては、施設支援

計画に基づき、地域での生活を念頭において行

うことが基本であり、入所者の心身の状況に応

じて、適切な技術をもって指導、訓練を行うこ

と。なお、指導、訓練等の実施に当たっては、

入所者の人格に十分に配慮して実施するものと

する。



（2）生活指導

生活指導の実施に当たっては、施設支援計画

に基づき、入所者が地域において生活すること

を念頭に置き、その者が日常生活における適切

な習慣を確立することができるように行うとと

もに、社会生活への適応性を高めるよう、日常

生活のあらゆる機会を捉えて生活指導を行うこ

とを規定するものである。

（3）訓練

訓練の実施に当たっては、施設支援計画に基

づき、入所者がその有する能力を活用すること

により、地域において生活し、社会経済活動に

参加することができるようにするため、入所者

の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなけれ

ばならないこととしたものである。

（4）入浴の実施に当たっては、入所者の心身の状

況や自立支援を踏まえて、適切な方法により実

施するものとする。

なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康

管理を行い、入浴することが困難な場合は、清

しきを実施するなど入所者の清潔保持に努める

ものとする。

13　食事の提供（基準第22条）

（1）食事の提供は、入所者の支援に極めて重要な

影響を与えるものであるから、原則として当該

施設において直接これを実施するとともに、実

施状況を明らかにしておくこと。

（2）入所者の食事はできるだけ変化に富み、障害

の特性に配慮するとともに、栄養的にバランス

のとれたものとすること。

（3）調理及び配膳にあたっては、食品及び入所者

の使用する食器その他の設備の衛生管理に努め

ること。（食品衛生法施行規則別表第8上欄参

照）

14　作業指導（基準第23条）

作業指導は、施設支援計画に基づき、入所者が

地域で自立して社会生活を営むことができるよ

う、入所者の特性に応じて適切に行わなければな

らないこととしたものである。

15　社会生活上の便宜の供与等（基準第24条）

（1）指定知的障害者更生施設は、画一的な支援を

行うのではなく、入所者が自らの趣味又は嗜好

に応じた活動を通じて充実した日常生活を送る

ことができるよう、教養娯楽設備を備えるほか、

会報の発行や、スポーツ、芸術鑑賞等のレクリ

エーション行事を行うこととしたものである。

（2）同条第2項は、指定知的障害者更生施設は、

郵便、証明書等の交付申請等、入所者が必要と

する手続等について、入所者又はその家族が行

うことが困難な場合は、原則としてその都度、

その者の同意を得た上で代行しなければならな

いこととするものである。特に金銭にかかるも

のについては書面等をもって事前に同意を得る

とともに、代行した後はその都度本人に確認を

得るものとする。

（3）同条第3項は、指定知的障害者更生施設は、

入所者の家族に対し、当該施設の会報の送付、

当該施設が実施する行事への参加の呼びかけ等

によって入所者とその家族が交流できる機会等

を確保するよう努めなければならないこととす

る。また、入所者と家族の面会の場所や時間等

についても、入所者やその家族の利便に配慮し

たものとする。

16　健康管理（基準第25条）

（1）入所者の健康管理は、保健所等と連絡の上医

師、保健師又は看護師その他適当な者を健康管

理の責任者とすること。入所者の健康状態に応

じて訓練、休憩等について考慮すること。

17　入所者の入院期間中の取扱い（基準第26条）

（1）「入院後おおむね3月以内に退院することが

見込まれる」かどうかの判断は、入所者の入院

先の病院及び診療所の医師に確認するなどの方

法によること。

（2）必要に応じて適切な便宜を供与するとは、入

所者及びその家族の同意の上での入退院の手続

きやその他の個々の状況に応じた便宜を図るこ

とを指すものであること。

18　入所者に関する市町村への通知（基準第27条）

基準第27条は、偽りその他不正な手段により施

設訓練等支援費の支給を受けた者があるときは、
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知的障害者福祉法第27条の4の規定に基づき、市

町村はその者から、その支給を受けた額に相当す

る金額の全部又は一部を徴収することができるこ

とに鑑み、支援費の適正支給の観点から、指定知

的障害者更生施設から市町村に意見を付して通知

することとしたものである。

19　管理者による管理（基準第28条）

指定知的障害者更生施設の管理者は常勤であ

り、かつ、原則として専ら当該指定知的障害者更

生施設の管理業務に従事するものである。ただし、

以下の場合であって、当該指定知的障害者更生施

設の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼

ねることができるものとする。

（1）当該指定知的障害者更生施設の従業者として

の職務に従事する場合

（2）当該指定知的障害者更生施設と同一敷地内に

ある他の事業所、施設等の管理者又は従業者と

しての職務に従事する場合であって、特に当該

指定知的障害者更生施設の管理業務に支障がな

いと認められる場合

20　管理者の責務（基準第29条）

指定知的障害者更生施設の管理者の責務を、指

定知的障害者更生施設の従業者の管理及び指定施

設支援の実施状況の把握その他の管理を一元的に

行うとともに、当該指定知的障害者更生施設の従

業者に基準の第4章（運営基準）の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うこととしたもので

ある。

21　運営規程（基準第30条）

基準第30条は、指定知的障害者更生施設の適正

な運営及び入所者に対する適切な指定施設支援の

提供を確保するため、同条第1号から第7号まで

に掲げる事項を内容とする規程を定めることを指

定知的障害者更生施設ごとに義務づけたものであ

るが、特に次の点に留意するものとする。

（1）入所定員（第3号）

ア　入所定員は、指定知的障害者更生施設の事

業の専用の居室の定員の合計数と同数とする

こと。

イ　指定知的障害者更生施設のうち、通所によ

り指定施設支援を行う施設にあっては、当該

通所による入所者の定員

ウ　指定知的障害者更生施設のうち、分場を設

置する施設にあっては、当該分場の入所定員

（2）指定施設支援の内容及び入所者から受領する

費用の額（第4号）

「指定施設支援の内容」については、指導、

訓練の内容はもとより、行事及び日課等のサー

ビスの内容を指すものであること。

また、「入所者から受領する費用の額」につい

ては、基準第16条第1項に規定する額を指すも

のであること。

（3）施設の利用に当たっての留意事項（第5号）

入所者が指定施設支援の提供を受ける際の、

入所者側が留意すべき事項（入所生活上のルー

ル、設備の利用上の留意事項等）を指すもので

あること。

（4）非常災害対策（第6号）

基準第33条の非常災害に関する具体的計画を

指すものであること。

（5）その他施設の運営に関する重要事項として

は、苦情解決の体制等がある。

22　勤務体制の確保等（基準第31条）

基準第31条は、入所者に対する適切な指定施設

支援の提供を確保するため、従業者の勤務体制等

について規定したものであるが、このほか次の点

に留意するものとする。

（1）同条第1項は、指定知的障害者更生施設ごと

に、原則として月ごとに勤務表を作成し、従業

者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理

者との兼務関係等を明確にすることを定めたも

のであること。

（2）同条第2項は、指定知的障害者更生施設は原

則として、当該施設の従業者によって指定施設

支援を提供すべきであるが、調理業務、洗濯等

の入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務に

ついては、第三者への委託等を行うことを認め

るものであること。

（3）同条第3項は、当該指定知的障害者更生施設

の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が

実施する研修や当該施設内の研修への参加の機

会を計画的に確保することを定めたものである
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こと。

23　非常災害対策（基準第33条）

指定知的障害者更生施設は、非常災害に際して

必要な具体的計画の策定、避難、救出訓練の実施

等の対策について万全を期さなければならないこ

ととしたものであること。

24　衛生管理等（基準第34条）

基準第34条は、指定知的障害者更生施設の必要

最低限の衛生管理等を規定したものであり、食中

毒及び感染症の発生を防止するための措置等につ

いて、必要に応じ保健所の助言、指導を求めると

ともに、密接な連携を保つこと。

25　協力医療機関（基準第35条）

基準第35条の協力医療機関は、指定知的障害者

更生施設から近距離にあることが望ましい。

26　秘密保持等（基準第37条）

（1）基準第37条第1項は、指定知的障害者更生施

設の従業者に、その業務上知り得た入所者又は

その家族の秘密の保持を義務づけたものであ

る。

（2）同条第2項は、指定知的障害者更生施設に対

して、過去に当該指定知的障害者更生施設の従

業者であった者が、その業務上知り得た入所者

又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必

要な措置を取ることを義務づけたものであり、

具体的には、指定知的障害者更生施設は、当該

指定知的障害者更生施設の従業者が、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持す

べき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例

えば違約金についての定めをおくなどの措置を

講ずべきこととするものである。

（3）同条第3項は、指定居宅支援事業者等に対し

て情報提供を行う場合には、あらかじめ、文書

により入所者から同意を得る必要があることを

規定したものである。

27　情報の提供等（基準第38条）

（1）基準第38条は、指定知的障害者更生施設は、

入所しようとする者が、適切かつ円滑にこれを

利用することができるように、自ら当該指定知

的障害者更生施設に関し情報の提供を行うよう

努めなければならないこととしたものである。

（社会福祉法第75条参照）

（2）同条第2項は、指定知的障害者更生施設は、

広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大な

ものであってはならないこととしたものであ

る。（社会福祉法第79条及び同施行規則第17条）

28　苦情解決（基準第39条）

（1）基準第39条第1項にいう「必要な措置」とは、

具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び手

順等当該施設における苦情を解決するための措

置を講ずることをいうものである。

当該措置の概要については、運営規程に記載

するとともに、入所者にサービスの内容を説明

する文書に記載し、施設に掲示することが望ま

しい。

なお、苦情解決にあたっての指針として「社

会福祉事業の経営者による福祉サービスに関す

る苦情解決の仕組みの指針について」（平成12年

6月7日障452・社援第1352・老発第514・児発

575厚生省大臣官房障害保健福祉部長・社会・援

護・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知）を

示しているので参考にされたい。

（2）同条第2項は、社会福祉法第83条で苦情解決

に関する業務を行うことが位置付けられている

都道府県社会福祉協議会に置かれる運営適正化

委員会のみならず、住民に最も身近な行政庁で

あり、かつ、援護の実施者である市町村が、サー

ビスに関する苦情に対応する必要が生ずること

から、指定知的障害者更生施設に対する苦情に

関する調査や指導、助言を行えることを運営基

準上明確にしたものである。

29　地域との連携等（基準第40条）

基準第40条は、指定知的障害者更生施設が地域

に開かれたものとして運営されるよう、指定知的

障害者更生施設は地域の住民やボランティア団体

等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努

めなければならないこととしたものである。

30　事故発生時の対応（基準第41条）
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基準第41条は、入所者が安心して指定施設支援

の提供を受けられるよう、指定知的障害者更生施

設は、入所者に対する指定施設支援の提供により

事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該入

所者の家族等に対して連絡を行うとともに、必要

な措置を講じ、入所者に対する指定施設支援の提

供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行わなければならないこととした

ものである。

このほか、以下の点に留意するものとする。

（1）指定知的障害者更生施設は、入所者に対する

指定施設支援の提供により事故が発生した場合

の対応方法については、あらかじめ定めておく

ことが望ましい。

（2）指定知的障害者更生施設は、賠償すべき事態

において速やかに賠償を行うため、損害賠償保

険に加入しておくことが望ましい。

（3）指定知的障害者更生施設は、事故が生じた際

にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対

策を講じること。

なお、「福祉サービスにおける危機管理（リス

クマネジメント）に関する取り組み指針」（平成

14年3月28日福祉サービスにおける危機管理に

関する検討会）が示されているので、参考にさ

れたい。

31　会計の区分（基準第42条）

指定知的障害者更生施設は、指定施設支援に関

して経理を区分するとともに、支援費制度の事業

の会計とその他の事業の合計を区分しなければな

らないこととしたものである。

32　記録の整備（基準第43条）

基準第43条により、指定知的障害者更生施設は、

少なくとも次に掲げる記録をその完結の日から5

年間備えておかなければならないこととしたもの

である。

（1）指定施設支援に関する記録

①　施設支援計画書

②　健康管理の記録等、その提供した指定施設

支援に係る記録

（2）基準第27条に係る市町村への通知に係る記録

（後略）
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